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北海道農政事務所からのお知らせ 平成２１年６月

水田・畑作経営所得安定対策の加入者の皆さまに対し、対策の手続きや皆さまの経営発展に役立つ情報などを、タイ
ムリーに分かりやすくお知らせします。

水田・畑作経営所得安定対策の21年産収入減少補てんの積立申出書を提出してい

ただいた対策加入者には、北海道農政事務所から７月中旬頃を目途に『「収入減少

影響緩和交付金」における積立額等通知書』で21年産の積立額をお知らせします。

積立金の納付に当たっては、次のことに注意してください。

○ 通知書でお知らせした積立額を、納付期限である平成21年7月31日（金）までに、所定の口座へ納付してくだ

さい。

なお、金融機関によっては、手続きを行った時間帯により、翌日以降の振込（入金）となる場合があります。余

裕を持って、納付手続きを行うことをおすすめします。

納付期限を過ぎて納付された場合、積立金は対策加入者に対し全額返納されることとなり、平成21年産の収

入減少補てんの交付を受けることができなくなります。

○ 申請事務をＪＡ等に委託されている方は、積立金の納付を対策加入者ご本人が行うのか、ＪＡ等が代理で行う

のかについて、よく確認してください。昨年、積立金が対策加入者本人とＪＡ等から二重で納付されたケースがあ

りましたので御注意ください。

○ 前年まで積み立てた積立金の残高が20％以上の収入減少に対応できる金額となっている場合は、今年度、

新たに積立金を積み立てる必要はありません。

農業は、常に自然災害のリスクを抱えています。このリスクに対する備えとしては、農業共済制度がありま

すが、水田・畑作経営所得安定対策では、従来対策（麦作経営安定資金・大豆交付金等）における助成水

準の約７割が固定払に切り替わったことで、被災時に確保される収入水準は従来よりも高くなりました。ま

た、固定払の支払時期は共済金よりも早く、夏には確実に皆さんの手元に届きます。「毎年の収量や品質で

支払額が左右されない」という固定払の特徴は、担い手のみなさんの「万が一」への備えにもなるものです。

収穫皆無となった場合に補償される収入のイメージ
～９割相当の補償の場合～

対策導入前

対策導入後

平 年

被災時

被災時

平 年



問い合わせ先 ： 北海道農政事務所農政推進課 TEL 011-642-5462（農政安心ダイヤル） FAX 011-642-5509
北海道農政事務所ホームページ ： http://www.maff.go.jp/hokkaido/

このお知らせは、水田・畑作経営所得安定対策に加入されている方へ、個人で申請されている方には農政事務所から直接、JA、集荷業者
等と申請事務の委託契約を結んでいる方にはJA、集荷業者等のご協力をいただいて配布しております。

農地法の改正（年内に施行予定）により、集落営農組織の法人化に取り組みやすくなります。

○ 水田・畑作経営所得安定対策の対象となる集落営農組織は、原則として５年後
の法人化が要件となっていますが、その法人の形態は「農業生産法人」に限られ、
また、構成員、役員、事業に一定の制限がありました。

○ 農地を所有せず貸借などにより経営する場合、役員に農業常時従事者が１人い
れば、基本的には構成員、役員、事業に制限はなく、どのような形態の法人でも
よくなります。

○ これにより、今後、集落内の若い人達や非農家の人達なども含めて多様な人材
を確保でき、また、農業のほか、地域活動など様々な分野の事業に取り組む法人
を設立することができるようになります。

～ 多様な集落営農法人の一例 ～

現 行 改正後

実施できる事業

（市民農園） （介護）

（資源管理）
（農産物の加工・販売）

多種多様な事業展開農業・農業関連のみ

（農産物の加工・販売）

（農産物の生産、農作業受委託）

～集落内農家に限られた取組み～ ～集落全員による取組み～

実施できる事業

（農）米麦農産 （株）ふるさとふぁーむ

構成員･･･農家
構成員･･･農家、都会に出た息子、建設業に従事する次・三男、

民宿経営者、おみやげ屋、商店主、建設業、市町村・ＪＡなど

（農産物の生産、農作業受委託） 中山間直接支払い農地・水
対策の交付金の受け皿組織

これまで

これから

（直売レストラン・直売所）


